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平成 29年５月 25日 

各      位 

会 社 名  シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役会長兼社長  志 太  勤 一 

（JASDAQ コード番号 ４８３７ ） 

問合せ先  常務取締役 管理本部長 兼 IR担当  

若 狭  正 幸 

（TEL．０３－５７８４－８９０９ ） 

 

株式報酬型ストック・オプションの導入について 

 

当社は、平成 29年５月 25日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する報酬として、業績

達成型と長期インセンティブ型の二種類の株式報酬型ストック・オプション制度の導入に関する議案を、

平成 29年６月 29日開催予定の第 16回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

I. 株式報酬型ストック・オプションを導入する理由 

導入する株式報酬型ストック・オプションについて、業績達成型は業績達成に資するインセンティ

ブの付与を目的として、また長期インセンティブ型は株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共

有し、長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して発行するものです。 

 

II. 株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容 

１．株式報酬型ストック・オプション（業績達成型） 

（1） 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以

下、１．において「付与株式数」という。）は１個当たり 100株とする。 

ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株式の無償割当を含

む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該

株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算に

より調整する。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、

当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

（2） 新株予約権の総数 

新株予約権の上限個数は 30,000 個とし、第 16 回定時株主総会の日から１年以内に限り割り当

てるものとする。 
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（3） 新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モ

デル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において

定める額とする。 

なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、１．において「新株予約権者」という。）は、当

該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込み

を要しないものとする。 

（4） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

（5） 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を割り当てる日（以下、１．において「割当日」という。）の翌日から５年を経過し

た日（以下、１．において「権利確定日」という。）から 45年以内とする。 

（6） 新株予約権の行使の条件 

①  新株予約権者は、当社及び当社子会社（以下、１．において総称して「当社グループ」とい

う。）のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10日（10日目が休日に当たる場合には翌営

業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 

②  新株予約権の割当日から権利確定日の前日までに、当社グループのいずれの地位をも喪失し

た場合は、権利確定日から 1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使

できるものとする。 

③  当社の 2022年３月期に係る有価証券報告書に記載された連結貸借対照表における純資産合計

額が 100億円以上でなければ新株予約権を行使することができない。 

なお適用される会計基準の変更等により参照すべき連結貸借対照表における純資産合計額

の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適

正な指標を取締役会にて定めるものとする。 

④  その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定めるものとする。 

（7） 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 

（8） その他の新株予約権の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定めるものとする。 

 

２．株式報酬型ストック・オプション（長期インセンティブ型） 

（1） 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以

下、２．において「付与株式数」という。）は１個当たり 100株とする。 

ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株式の無償割当を含

む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該

株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算に

より調整する。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率 

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
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当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。 

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

（2） 新株予約権の総数 

各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に割り当てる新株予約権の数は 2,000 個を上

限とする。 

（3） 新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モ

デル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において

定める額とする。 

なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、２．において「新株予約権者」という。）は、当

該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込み

を要しないものとする。 

（4） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

（5） 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を割り当てる日の翌日から 50年以内の範囲で、当社の取締役会において定めるもの

とする。 

（6） 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社及び当社子会社（以下、２．において総称して「当社グループ」という。）

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）

を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 

② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役

又は執行役員の在任期間を合計した期間が３年以上でなければ新株予約権を行使することが

できない。 

③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会におい

て定めるものとする。 

（7） 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 

（8） その他の新株予約権の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定めるものとする。 

 

（ご参考） 

当社は、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員

に対しても上記と同内容の新株予約権を当社取締役会決議により発行する予定であります。 

 

以 上 

 

 


